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１ はじめに

昨今のオーストラリア政治は先住民問題を抜きに

して語ることはできない。未だに先住民と非先住系

オーストラリア人の社会格差は大きく、先住民に対

する偏見や差別が無くなったわけではない。しかし

ながら、過去30年間にオーストラリアの先住民族を

とりまく政治環境が大きく変化してきたことも事実

である。ａ）土地権や先住権原の承認と認定の手順

が法制化されたこと、ｂ）「先住民族文化財保護法」

など、先住民族の聖地や文化財の保護が法制化され

て聖地の破壊が違法行為となり得ること、ｃ）法整

備に伴いアボリジニ共同体の政治的主体性が確立さ

れ、土地利用における発言力が格段に高まってきた

こと、ｄ）「先住民族委員会（Aboriginal and Torres

Strait Islander Commission : ATSIC）」など先住民族の

政治参加の手段が確立されていること［鎌田 2001a］、

ｅ）先住民がおかれている社会環境を改善する必要

性が認識されて、何らかの施策が練られていること、

ｆ）1990年代を通して「和解」が提唱されて、侵略

の歴史の清算が必要であるとの社会的合意が形成さ

れつつあることなど、その変化は特筆に値する。

こうした政治環境の変化を促した先住民政策の中

心的理念は「自主決定（self-determination）」であっ

た。今日の先住民政策の重要課題は、地域的に差異

の大きい先住民諸集団の自治をいかなる形で保障す

るかにある。ATSICの予算配分において地域評議会

の権限が拡大されてきたこと、地元の先住民諸集団

や地方政府および企業等の関連団体が土地・水域開

発に関する様々な地域協定が締結されてきているこ

と、先住民と非先住系オーストラリア人の「和解」

を示す協定（Treaty）も複数の地域協定から形成さ

れるべきだとの合意ができつつあることなど、地域

的差異が考慮された法制度の整備が模索されている

といえよう。したがって先住民政策における「自主

決定」の理念も、連邦・州政府レベルから、地域諸

集団の決定にいたるまで浸透しつつあるといえる。

本稿では、ノーザンテリトリー2）（Northern Territory：

以下 NTと略）アーネムランドにあるマニングリダ・

コミュニティに焦点をあてて、過去30年間に形成さ

れてきたコミュニティの自治の制度化のプロセスと、

自治をめぐって引き起こされた対立の構図を考察す

る。

２ マニングリダ行政略史

今日マニングリダには２つのアボリジニ自治組織

がある。マニングリダの町の行政に関する決定を行

う「マニングリダ評議会（Manignrida Council）」と

マニングリダ周辺のアウトステーションへのサービ

アボリジニ・コミュニティの自治
──マニングリダを事例として──1）

鎌 田 真 弓
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スを提供する「バウィナンガ・アボリジナル組合

（Bawinanga Aboriginal Corporation）」である。この２

つの組織の対立はしばしば指摘されてきた［Bagshaw

1977, Benn 1994］。マニングリダのアボリジナル・

コミュニティに関しては、既に国立民族学博物館の

研究グループによる研究が複数存在しており［小山

1991, 杉藤 1998, 鎌田 2001b, 久保 2002, 五島 2002］、

中でも堀江の研究［堀江 2002］がマニグリダの歴史

に関しては詳しい。ここではまず、連邦政府／ NT

政府の先住民政策を概観しながら、上記の２つの自

治組織の対立を引き起こした背景を素描したい。

2–1 マニングリダ・セツルメントの設立

現在アボリジニ領（Aboriginal land）に指定されて

いるアーネムランドは、1931年にリザーブとして成

立した。しかし、当時の NTでは担当組織が不在で、

アボリジニを隔離して必要な福祉を提供するとした

保護政策は機能せず、また、アーネムランドに点在

していた教会運営のミッションも資金不足で恒常的

な食料不足に悩まされており、ダーウィンや周辺の

白人集落へ向かうアボリジニの流れを止めることは

できなかった。

1937年に連邦内務大臣（Minister for Interior）に任

命されたマキュワン（John McEwen）は、アボリジ

ニの経済的・社会的同化を提唱し、政府が同化に向

けてより積極的に関与していくことを表明した。ア

ボリジニ担当部局は保健サービス局から分離されて、

原住民問題担当局が設置され、保護長官（Chief

Protector）に代わる原住民問題担当局長（Director of

Native Affairs）が任命された［Austin 1997：300–306］。

しかし、太平洋戦争の開始とともに北部オーストラ

リアの状況は大きく変わる。1942年２月のダーウィ

ン空襲後は日本軍上陸に備えて軍政下に置かれ、民

間人の居住が制限されるとともに、43年には４万人

の兵員がダーウィンを中心に配備された。アボリジ

ニも現地労働力として基地や関連施設で雇用された

ため、アーネムランドから多くのアボリジニが移動

した。一方、戦争終結とともにアボリジニは生活と

雇用の場を失うことになり、ダーウィンへ流入して

大きな社会問題を引き起こしたのである［堀江 2002：

154–156］。

アーネムランドにアボリジニを定着化させるため

に、1949年、ワニ皮やカメ、ナマコなどとアボリジ

ニが必要とする製品との交易所がマニングリダに開

設された。ハンセン病の隔離治療所や緊急医療用の

滑走路も設置されて、周辺の多くの部族のアボリジ

ニが集まり交易所は成功を収めた。しかし、雨季の

始まりとともに交易所は閉鎖されて、その後の政権

交代や資金難、行政組織の再編などのために、交易

所が再開されることはなかった。

オーストラリアの先住民政策の特徴は、先住民政

策に関する立法権が長く州政府の手にあったことで

ある。1940年代、連邦政府は先住民政策に対する関

心を強めていた。1942年、連邦政府は、先住民政策

に関する権限を連邦に委譲するよう州政府に働きか

けたが、全州政府の合意を得ることはできなかった。

さらに1944年には、先住民政策を含む連邦議会の権

限拡大を求めた憲法改正を問う国民投票が行われた

が、これも僅差で否決された［Chesterman andGalligan

1997：156–165］。結局連邦議会に先住民に関する立

法権が認められたのは、1967年の国民投票で可決さ

れた憲法改正後である。したがって今日でも、先住

民政策を巡って連邦政府と州政府の間に鋭い対立が

しばしば見られる。NTは1978年に自治政府が成立

するまで連邦政府の管轄下にあったために、オース

トラリアの国内法が適用されていた海外領土のパプ

ア・ニューギニアを除いては3）、1967年までは連邦

政府が先住民政策を実施し得る唯一の場であったと

もいえる。

連邦政府は人類学者のエルキン（A. Elkin）をア

ドバイザーとして任命して、戦争で中断していた同

化政策の具体化を進めていた。1951年に連邦管理地

域大臣（Minister for Territory）に任命されたハズラッ

ク（Paul Hasluck）は、直ちにアボリジニ担当相会議

を開催して、「混血」「純血」にかかわらずすべての

アボリジニを白人社会に同化させる方針を決定した

［McConnochie et al. 1988：97–99,Bennet 1999：59–60］。

NTでは、同化政策の法的根拠となるべき「福祉条

例（Welfare Ordinance 1953）」が1953年に成立し、ア

ボリジニと非アボリジニの区別なく、「被保護者
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（wards）」は保護者（guardian）である福祉局長

（Director of Welfare）の保護の対象とされた。しか

し、実質は「被保護者」がアボリジニを意味するこ

とは明白であった。結局、条例を適用するための

「被保護者」の名簿作成には長い準備期間がかかっ

た上に、1962年の連邦選挙法の改正で「被保護者」

の対象者が無くなったために、「福祉条例」は効力

を失うことになった。1964年に成立した「社会福祉

条例（SocialWelfare Ordinance）」からは「被保護者」

の用語は削除され、NTにおける50年にわたるアボ

リジニに対する法的管理体制は終焉することになっ

た［Wolfe 1989：14–17］。

マニングリダ・セツルメントは、1956年に福祉局

が医療・配給施設の設置を決定したことに始まる。

この決定に従って翌年建設工事が始まり、マニング

リダ・セツルメントが開設された。1950年代にダー

ウィンへのアボリジニの流入が再び顕著となり、1955

年に行われたアボリジニの人口調査の結果でも、マ

ニングリダ周辺地域からの流出が確認されたからで

ある。セツルメントには、滑走路と診療所、ハンセ

ン病の隔離施設、アボリジニ用の食堂や公衆洗面所

や小屋、スタッフ用の住居や様々な施設、小規模な

果樹園や菜園も開設された。住民に対しては食料の

配給も行われ、1958年の人口調査では330人、1960

年には480人と報告されている。アボリジニの雇用

機会も拡大し、政府直営の売店では現金が使われて

貨幣経済が浸透していった［鎌田 2001b：229, 堀江

2002：159–160］。堀江が指摘するように、マニング

リダ・セツルメントは、医療福祉や教育を提供して、

アボジニのコミュニティへの定住化を促進し、社会

生活や労働概念の習得など、同化政策の訓練セン

ターとしての機能を果たしたといえる［堀江 2002：

160］。

2–2 マニングリダ・セツルメントの発展

1960年代には NTの福祉局は、アボリジニの同化

を促進し政府への依存度を軽減するために、ミッ

ションやセツルメントの「自主運営（self-manage-

ment）」を促し、アボリジニ居留区における住宅協

会（housing association）や 発 展 協 会（progress

association）の設立、コミュニティ内での雑貨店の開

設などを奨励した。ソーシャルクラブやスポーツク

ラブなどの設置、農園や牧場の設立、林業の振興と

製材所の建設、パン屋の開業なども奨励された［Wolfe

1989：16］。マニングリダではすでに、セツルメン

トに流入した複数の部族間の緊張を和らげるために、

白人とアボリジニ有志によってマニングリダ・ソー

シャルクラブが1959年から運営されていた。1963年

には福祉局からの助言によってマニングリダ共同組

合が発足し、64年にはソーシャルクラブの売店部門

が共同組合に引き継がれ、1967年の自発的解散後に

「マ ニ ン グ リ ダ 発 展 協 会（Maningrida Progress

Association：以下MPAと略）」が法人組織として設

立された。1972年には「マニングリダ住宅協会

（Maningrida HousingAssociation）」も発足している。

MPAはその後、全国的な公募によって選考された支

配人の経営手腕もあって順調に売り上げを伸ばし、

鉱山資源開発のための会社（FAMCO：First Aboriginal

Mining Company Organisation）を設立したり、「ガナ

ルバ園芸会社（Gunardba Gardens Company）」を設立

してカデル（Cadell）で農園・果樹園経営も始めた

［Benn 1994：135–136］。さらに特筆すべきことは、

NT内のリザーブにおける森林資源開発と訓練雇用

を目的とした四カ年計画が1961年に閣議決定され

て、マニングリダで林業プロフェクトが開始された

ことである。アーネムランドに自生するマオウヒバ

（cypress-pine）の植林と製材所の操業は、マニング

リダのアボリジニに安定した雇用と職業訓練、およ

び現金収入の機会を提供したのみならず、植林・伐

採地域での防火帯と林道の建設が後の道路網の整備

を促した［堀江 2002：161–164］。

1960年代の半ばは、連邦・州政府の先住民政策が

同化政策から統合政策へと転換した時期であった。

統合政策を最初に導入したのは南オーストラリア州

で、アボリジニの福祉に対して州政府が全面的な責

任・権限を持つというもので、教会運営によるミッ

ションは廃止されていった。同時にミッションやセ

ツルメントの運営に関わるために、そこに居住する

アボリジニによる自治組織が設置された。NT行政

庁も、アボリジニとの協議を制度化して福祉局の関
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与を円滑にするために、各ミッションやセツルメン

トに原住民評議会（native council）の設置を奨励し

た。1964年には、NTで最初のヴィレッジ評議会

（village council）がダーウィンのバゴット（Bagot）

コミュニティに設立された。マニングリダにおいて

も、マニングリダの監督官（superintendent）として

着任していたハンター（John Hunter）の指導で、評

議会の設立が図られていた。ハンターは彼の通訳を

していたアボリジニや巡視官（patrol officer）のアシ

スタントをしていたアボリジニを評議員として任命

し、定期的な会合を開いていた。評議会の中心人物

が、マニングリダ地域の伝統的な言語グループであ

るグナビジ（リバプール川河口地域の言語集団）出

身でも、東側に隣接するナカラ（プライス川河口地

域の言語集団）の人々でもなく、東アーネムランド

圏に入るジナンの出身であったために、評議会は開

設期から言語グループ間の対立を抱え込むことに

なった［Benn 1994：130–135］。

こうして NT福祉局主導のマニングリダ・セツル

メント運営は軌道にのり、マニングリダにおける

「自主運営」体制の中の人間関係も、ハンターを軸

に NT行政庁との緊密な関係を築いていった。マニ

ングリダは特に、NTの原住民問題担当局が主導し

て設立したものであり、教会系ミッションに対抗す

る政府セツルメントのモデルケースとして重視され

ていた。NT行政庁によるアボリジニ・コミュニティ

に対する支援は、ベンも指摘するように［ibid:128］、

経済的発展・自律を意図したもので社会的・政治的

自律を意図したものではなかったといえる。マニン

グリダにおけるMPAや住宅協会の設立、売店の経

営、林業プロジェクトや農園・果樹園開発なども、

NT行政庁の経済的自律支援の文脈で捉えることが

できる。この NT行政庁の政策の方向性は、アボリ

ジニの政治的自律支援に重心をおく労働党政権下の

連邦政府の政策指針と対立を生み、マニングリダの

自治をめぐる対立の大きな要因となった。

2–3 アボリジニ問題審議会の設立と自主決定政策

への転換

1967年の国民投票の結果憲法が改正されて、先住

民政策に関する立法権が連邦議会にも与えられるこ

とになった。これを受けて、ホルト（Harold Halt）

首相は連邦政府の先住民政策に関して助言を得るた

めに、連邦準備銀行前総裁でオーストラリア国立大

学（ANU）学長のクームズ（H. C. Coombs）を委員

長として、人類学者スタナー（W. E. H. Stanner）と

元外交官デクスター（Barrie Dexter）の３名の識者か

ら構成されるアボリジニ問題審議会（Council for

Aboriginal Affairs）を設置した。先住民政策は、アボ

リジニ参加による自主的なコミュニティ運営を奨励

する統合政策へと転換された。

1972年12月の選挙で13年ぶりの政権復帰をはた

した労働党は、「自主決定」を先住民政策の基本理

念として掲げ、アボリジニ問題担当省（Department

of Aboriginal Affairs：以下 DAAと略）を新設した。

対先住民予算も拡大されて、クームズを委員長とし

たアボリジニ問題審議会の影響力も大きく、土地権

を含めたアボリジニの社会的基盤の回復と政策決定

への参加システムの構築が試みられた。1973年２月

にはウッドワード（A. E. Woodward）判事を議長と

した土地権の承認に関する諮問委員会が設立され、

さらに、政策への助言を行うためにコミュニティか

ら選出されたアボリジニの代表から構成された全国

アボリジナル審議会（National Aboriginal Consultative

Committee）が設立された。

DAAは、アボリジニによる自主決定政策を具体化

するために、補助金の給付の際にはアボリジニ・コ

ミュニティの評議会から予算申請を条件とする旨を

通達した［Wolfe 1989：20］。マニングリダにおいて

も、再び評議会を設立するよう働きかけられた。ハ

ンターの指導によって創設された評議会は、評議員

はマニングリダに住む主要言語グループ（ブララ、

レンバランガ、ナカラ、クニング、ジナン、グナバ）

からそれぞれ選出されて、部族間の対立を生じさせ

ないように配慮されてはいたが、発足後間もなく会

合への出席率は激減し、評議会が機能しているとは

いえない状態であった［Benn 1994：130–135］。それ

でも、1974年８月、マニングリダのヴィレッジ評議

会は森林局関係者全員の居住許可を取り消し、マニ

ングリダの林業は実質的に廃止に追い込まれてし
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まった［堀江 2002：172］。1975年、DAAが派遣し

たコミュニティ・アドバイザーに再び評議会の基盤

づくりが要請され、1976年に20人の評議員4）から構

成されたマニングリダ評議会が正式に発足した。そ

の後アウトステーションの代表も加えられて、評議

員数は30人に増員された［Bagshaw 1977：24］。マ

ニングリダ評議会は、諸言語グループ間の対立に加

えて、マニングリダ・コミュニティとアウトステー

ション間の対立を抱えることになった。

2–4 アウトステーション設営支援策

マニングリダ・セツルメントの成功は、周辺地域

に住む複数の言語グループのアボリジニのマニング

リダへの流入を助長して、部族間の対立や人間関係

の緊張を生んだ。こうした人間関係からくるストレ

スと自分達の土地ではない場所に住む居心地の悪さ

は、それぞれの集団が帰属する土地への帰郷現象を

起こした。マニングリダ周辺では、1968年に最初の

アウトステーションが報告されているが、その後

1970年にナンガロッド（Nanggalod）に、1972年に

は マ ラ グ リ ド バ ン（Maragulidban）、コ パ ン ガ

（Kopanga）、ナンガルク（Nanguruk）に、1973年に

はナカランジャラ（Nakkalamndjarra）にアウトステー

ションが設営されて、1970年代半ばには20箇所以上

あったと報告されている［Ibbetson 1980：6］。

こうしたアウトステーション運動の進展にアボリ

ジニ問題審議会が果たした役割は大きい。1960年代

後半頃からアボリジニ集団が自発的にミッションや

セツルメントを出て故地へ戻る動きが顕著になり、

「アウトステーション運動」と名付けられた。そう

した中で、1960年代後半におきたイルカラのアボリ

ジニによるボーキサイト鉱山開発に対する聖地保全

運動は、アボリジニ問題審議会がアウトステーショ

ン運動に関与するようになった１つの契機ともなっ

た。1970年、イルカラのアボリジニ代表は、クーム

ズ委員長に宛てた１通の手紙で、ホームランドで生

活基盤を築くために、ミッションを出て帰郷を希望

するアボリジニ集団に対する政府からの支援を要請

した。さらにその手紙は、土地のアボリジニの入域

許可なしでのホームランドへの白人の入域を禁止す

るよう要望していた。この時期既にアボリジニ問題

審議会は、ミッションの運営に関わる牧師やその他

のアボリジニ代表からの要請で、アーネムランドや

中央沙漠地域で故地への帰郷運動が起こっているこ

と、そうした動きを奨励すべきであるという意見が

あることも認識しており、審議会は内務省に働きか

けて、イルカラやアーネムランド、グルート島など

のアボリジニ・コミュニティの状況と故地への帰郷

の動きの調査を行った［Dexter 1979：1–7, Gerristen

1982：63–65］。

クームズ委員長がアボリジニの福利の向上には彼

ら自身のコミュニティが重要であることを強く認識

していたこともあって、アボリジニ問題審議会はこ

うしたアボリジニの自発的な動きを積極的に支持し

て、アウトステーションの設営に対して財政的な支

援をするよう連邦政府に働きかけた［Dexter 2002：

8, Rowse 2002：324–239］。審議会からの要請は結局、

ゴートン（John Gorton）およびマクマーン（William

McMahon）保守系内閣時には採用されなかったが、

ウィットラム（GoughWhitlam）労働党内閣は積極的

な支援策を講じて、アウトステーション設営を希望

しているグループに対して１万豪ドルの補助金を給

付することを決定した［Commonwealth of Australia

1987：17］。DAAを通じた連邦政府の積極的な支援

は、アウトステーションの設営とタウンシップから

のアボリジニの人口流出を加速化させ、その動きは

アボリジニ問題審議会をも驚かせるものであった

［Dexter 1979：16］。

新設された DAAの限られた人的・財政的資源の

中で、急増するアウトステーションに対する支援を

効率化させるために、支援のためのガイドラインが

作成された。その中で、個々のアウトステーション

への支援を行うかわりに、複数のアウトステーショ

ンにサービスを提供するアウトステーション支援セ

ンター（Outstation Resource Centre：以下 ORCと略）

の創設が奨励された。ORCは、無線等を通じての

個々のアウトステーションとの通信網の維持、車両

やボートの管理、シェルターの建築、道路の建設・

管理、小型機用の滑走路の建設・管理、井戸の掘削

と管理などがその役割とされた［Dexter 1979：17–22］。
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1976年にマニングリダ評議会の下部組織として

ORCが設置されたのも、マニングリダ周辺で多くの

アウトステーションが開設されたことと、こうした

アボリジニ審議会／DAAの指導に沿ったものであっ

た。

３ 自治組織の設立にみる対立の構図

今日のマニングリダの自治をめぐる「マニングリ

ダ評議会」と「バウィナンガ・アボリジナル組合」

の対立は、基本的には、マニングリダのダウンシッ

プと周辺のアウトステーションへの限られた財政支

援の分配をめぐる対立と捉えることができる。しか

も、そうした対立に、１）マニングリダの居住者の

中での、マニングリダの伝統的土地権利者であるグ

ナビジと周辺地域から流入してきた他の言語グルー

プの対立、２）マニングリダ・セツルメントの創設

に深く関わり、マニングリダ評議会を通じてセツル

メントの経済的自律と自主運営を支援してきた NT

政府機関と、アボリジニの政治的・社会的自律に重

点をおいた自主決定政策を推進し、ORCを通じてア

ウトステーション運動を積極的に支援してきた連邦

政府 DAAとの政策方針をめぐる対立、３）1978年

の自治政府設立以降常に（2001年に労働党が始めて

政権を獲得するまで）保守系政権であった NT政府

支持者と、1972末～1975年および1983～1996年の

期間労働党が政権を握っていた連邦政府支持者との

マニングリダ政治をめぐる権力闘争が影を落として、

２つの組織を中心としたグループの相互不信が高

まっていった。特に、アウトステーションに住む

人々も雨季の間はマニングリダに集まり乾季にアウ

トステーションに戻る場合が多く、マニングリダと

アウトステーションの両方で支援を受けることがで

きるマニングリダ周辺の諸氏族に比べ、限られた資

源をアウトステーションの人達と共有せざるを得な

いグナビジの人々（マニングリダを部族の伝統的土

地とする）は、不公平感を募らせていったのである。

さらに、BACの活動拠点はマニングリダに置かれて

おり、事務所や様々な設備はマニングリダにあった

ために、政府からの多大な財政支援を得て事業を拡

大する BACの様子はグナビジの人達には一目瞭然

で、対抗意識や嫉妬を生み出す要因ともなったとい

える。

3–1 マニングリダの政治闘争とバウィナンガ・ア

ボリジナル組合（BAC）の設立

BACの組織化は1976年の ORCの設置に始まる。

上述したように、この時期は DAAの支援もあって

アウトステーション運動が活発化し、マニングリダ

から周辺地域に人口が流出していた。1977年にはマ

ニングリダ周辺に22のアウトステーションが作ら

れ、一方、マニングリダの人口は半減していた。1976

年から活動を始めたマニングリダ評議会ではあった

が、実質はアウトステーションに住む評議員も多く、

評議員の関心はマニングリダの行政ではなく、アウ

トステーションの運営と支援に重点がおかれること

になった［Bagshaw 1977：42］。

アウトステーションへの支援サービスは当初MPA

が行っていたが、1975年７月からはマニングリダ評

議会が引き継いでいた。1976年２月には、より効率

的な支援実施のために、評議会の下部組織として

ORCが設立されて、３人の白人スタッフが雇用され

た［堀江 2002：171］。食料を含む日用品の供給、美

術・工芸品の買い上げと支払い、アウトステーショ

ンでの住宅や給水施設の建設、自動車・ボートの提

供、道路・滑走路の整備、無線通信網の整備、失業

手当てや年金などの支払いや教育・医療・郵便など

の行政サービスが行き渡るようにするための社会基

盤整備など、ミッションやセツルメントで享受して

いた貨幣経済と生活水準をアウトステーションでも

享受できるよう、サービスの代行やインフラ整備を

行うことが ORCの役割であった。人口の流出・拡

散とともに ORCの役割も予算も増大し、また、ア

ウトステーションへのサービスの拡充がさらにアウ

トステーションの増設を加速化するという、相乗効

果があったと思われる。しかも、アウトステーショ

ン設立の動きは、言語グループや氏族内の権力誇示

の結果でもあったとゲリスタンは指摘する［Gerristen

1982：61–62］。つまり、アウトステーション設置を

主導することによって政府からの財政支援を得て、
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アボリジニ・コミュニティの自治

ステータスシンボルでもあった四輪駆動車両の購入

と優先的使用の権利を手に入れ、グループ内の権威

の上昇をもたらすという、グループ内権力抗争での

個人的関心を呼ぶものであったがために、一層アウ

トステーション設置に熱を入れるリーダーが個々の

アボリジニ諸集団の中に出現したというのである。

BACの評議会議事録をみても5）、評議会名義の車両

の私的な利用の禁止と故障の際の責任の所在を明確

にすることが常に重要な議題であったことからも、

マニングリダのアボリジニの人達が競って車両への

アクセスを競い合っている様子を伺い知ることがで

きる。

マニングリダ・コミュニティの自治組織としての

マニングリダ評議会は、労働党連邦政府による自主

決定政策の具体化とともに、再び改組が試みられよ

うとしていた。連邦政府の管轄下にあった NTの行

政府は、DAAの新設に伴って福祉局内のアボリジニ

行政部門は DAAに移管され、NTでは連邦政府の新

しい先住民政策が積極的に試みられることになった。

しかし、行政の現場では NTの福祉局担当者が留任

することも多く、連邦政府の新政策運営を疎外する

要因ともなった［Wolfe 1989：20］。例えばハンター

は、連邦政府の「自主決定」理念と白人主導のコ

ミュニティ運営の現実との乖離を厳しく批判したが、

マニングリダを訪れたウィットラム首相は、こうし

たハンターの姿勢にあからさまな不快感を示したと

いわれる［Benn 1994：126］。1974年６月のウィット

ラム首相のマニングリダ訪問の際の「マニングリダ

の反乱」と呼ばれたアボリジニによる首相への直訴

と、ハンターによる DAA職員の本部帰還命令事件

は、連邦政府の先住民政策の新方針とコミュニティ

に根を下ろして NT福祉局が築いてきたシステムと

が衝突を起こした典型的な事件だったといえよう

［堀江 2002：170, Benn 1994：189］。

1975年３月にはマニングリダ暫定評議会が設立さ

れて、DAAのコミュニティ・アドバイザーによる運

営に関する教育を受け、1975年８月には正式にマニ

ングリダ・コミュニティ評議会として承認された。

1976年にはアウトステーションの代表も参加して30

名の評議会が結成され、評議会規約の成立とともに

正式に法人化された。しかし、この再編されたマニ

ングリダ評議会も、言語グループ間の対立が激化し

て、定期的な会合も開かれず機能不全に陥ってし

まった。なぜならば、マニングリダの伝統的土地権

利者であるグナビジが、白人やその他の言語集団の

マニングリダへの流入を歓迎せず、また、グナビジ

の主導のマニングリダの自治運営を主張したからで

ある［Bagshaw 1977：39, Benn1994：208–211］。連

邦議会は「アボリジニ土地権利（NT）法（Aboriginal

Land Rights（Northern Territory）Act 1976）」を1976

年に成立させて、アボリジニの土地権利者への土地

の返還と、土地権利者に無許可でのそうした土地へ

の白人の入域は禁止されることになった。

マニングリダ評議会の下部組織である ORCが設

置された1976年から、独立した法人である BACへ

と再編成を図った1979年の間は、アボリジニの政治

的自立を保障する制度が次々と登場した時期でもあ

り、また、自主決定の理念を掲げた労働党がアボリ

ジニ票の取り込みを積極的に展開した時期でもあっ

た。したがって、マニングリダで働く白人の間でも、

アウトステーション運動を支援する労働党支持の

「左派」と DAA職員（もと NT社会福祉局職員）が

中心となった保守系政党支持の「右派」との対立が

先鋭化していた。特に NT立法院（Assembly）選挙

（1977年８月）、全国アボリジナル評議会（National

Aboriginal Council）6）選挙（1977年11月）、連邦議会

選挙（1977年12月）の選挙活動を通じて、マニング

リダの白人住民の間での対立に加えてアボリジニ票

の獲得をめぐる対立が顕在化することになった。ア

ボリジニ組織に雇用されながら、実質的運営を行っ

ていた白人スタッフが、それぞれの支持政党への票

の獲得のためにアボリジニ票の組織化を図ったので

ある。MPAや ORC関係者、林業アドバイザーや厚

生省などのアウトステーション運動支持派（換言す

れば、アボリジニの政治的・社会的自律と分散型自

主決定・自主運管理の支持派）からなる「左派」に、

評議会事務局、住宅協会、学校などの旧 NT福祉局

の流れを引く中央集権型自主決定・自主運管理およ

びアボリジニの経済的自律推進派の「右派」が対抗

した。
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1977年の NT立法院選挙を前に、「左派」はアボリ

ジニに人気の高いコリンズ（Bob Collins）7）を労働党

の候補者にたてて、それまで選挙人名簿に登録をし

ていなかったアウトステーションのアボリジニに郵

送による投票を勧め、票の獲得に乗り出していた。

コリンズの当選でマニングリダの政治的対立は沈静

化するに見えたが、その後に続く一連の選挙キャン

ペーンで「左派」と「右派」の対立はますます激化

していった。DAA担当者は、マニングリダの政治的

対立状況に介入することを決定し、マニングリダ評

議会に左派・右派両派の白人スタッフの解雇を要請

した。しかし、評議会は結論に達することはできず、

結局 DAAが作成した白人スタッフの解雇通知に評

議会議長が署名をし（議長は英語が読めなかった

が）、大臣は DAA職員を暫定的現地スタッフとして

派遣することと、評議会への補助金給付停止を通告

した［Bagshaw 1977：46, Benn 1994：210–228］。

こうした対立の後、アウトステーションを拠点と

するアボリジニの指導者は、アウトステーションへ

のサービスを担当する組織の恒常化を図った。1978

年には ORCの上部組織であったマニングリダ評議

会への補助金給付停止措置に伴い、ORCから「アウ

ト ステ ーシ ョン 支 援協会（Outstation Resource

Association）」と名称を変更し、評議会から独立した

組織としての再編成に着手した。さらに、1979年に

は「バウィナンガ・アボリジナル組合（以下 BACと

略）」への名称変更を行うとともに、組合規約を制

定して「アボリジニ評議会および協会法（Aboriginal

Councils and Associations Act）1976」（連邦法）に基

づく法人認可申請を行った。以降、政治的対立に

よって評議会による一時解雇およびマニングリダ追

放の憂き目にあっていたボンド（David Bond）を中

心に、NT 議員（1977–87）を経て連邦上院議員

（1987–98）となり、運輸・通信相（1992–93）、第一

次産業・エネルギー相（1993–96）、影の内閣北部

オーストラリア・NT相（1996–97）などを歴任した

コリンズでの政界での影響力を利用しつつ、BACは

巧みに連邦政府の補助金を獲得して、アウトステー

ションの住宅やインフラ整備に乗り出すとともに、

アウトステーションへのサービス提供を目的とした

事業を拡充してきたのである。

3–2 遠隔地コミュニティの発展と雇用機会の創出

アウトステーション運動は、アボリジニ集団がそ

れぞれの伝統的な故地へと戻る自発的な運動では

あったが、伝統的な生活への回帰運動ではなかった

点に留意する必要がある。アボリジニの人達が求め

たのは、故地で伝統的社会形態と文化を維持・復興

させつつ、オーストラリア市民として教育・医療・

福祉・通信などの行政サービスを享受し、航空機・

ボート・自動車を使ってマニングリダのような中心

的なタウンシップとアウトステーションを行き来す

る生活であった。一方、アボリジニ問題審議会の提

言を採用した連邦政府は、アウトステーションへの

人口拡散を支援することが、アボリジニの政治的・

社会的自律を促し、彼らの福利の増進に貢献すると

考えたのである。したがって、BACのようなアウト

テーション支援組織の重要な仕事は、福祉手当や年

金あるいは給与などの現金のアウトステーションで

の受け取り手段の提供、医療・教育などの行政サー

ビスの提供、食料や日用品のアウトステーションで

の購入を可能にすること、アウトステーションと町

との通信・交通手段の確保など、アウトステーショ

ンでの生活の利便性を向上させることにあったとい

える。さらにアボリジニ問題審議会は、町からの人

口拡散が失業問題の解決にもつながるとも考えてい

た［Dexter 1979：10］。特にクームズ委員長は、失業

手当への依存がアボリジニの人達に引き起こす弊害

を懸念して、伝統的なコミュニティを基盤とした雇

用支援が必要だと考えていた。こうした認識は、1977

年に開始された「コミュニティ発展雇用プロジェク

ト（Community Development Employment Project：以

下 CDEPと略）」として結実した［Rowse 2002：329］。

1970年代後半には遠隔地における失業手当ての給

付が普及し、1979年にはアウトステーションの居住

者に対しても失業手当てが給付されることになって、

タウンシップでの雇用機会が限られている状況では、

アウトステーションへの人口流出をさらに促進する

要因となった［Altman and Taylor 1987：9］。DAAは

アウトステーションへの行政サービスの提供を支援
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したが、州・準州政府は積極的な支援策はとらず、

アウトステーションに対する行政サービスの提供と

遠隔地コミュニティでのアボリジニの雇用機会を創

出することが、先住民政策の重要課題として認識さ

れることになった。

1985年に公表された「アボリジニの雇用・訓練プ

ログラムに関する報告書（Report of Review of

Aboriginal Employment and Training Programs）」（通称

ミラー報告書）では、遠隔地におけるアボリジニの

雇用機会が無く、DAAの補助金の効果が見られない

ことを指摘され、アボリジニ雇用開発政策（Aboriginal

Employment Development Policy）が開始された。し

かし、この施策は、アウトステーションのアボリジ

ニを対象とするものではなかった。また、1987年に

公表された連邦議会下院アボリジニ問題常設委員会

の報告書「故地への帰郷：オーストラリアにおける

アボリジニ・ホームランド運動（Back to Country :

The Aboriginal Homelands Movement in Australia）」（通

称ブランチャード報告）は、雇用機会のないアウト

ステーションへの移動はアボリジニの人達の経済面

を考慮した選択でもあって、そうした地域への特別

な雇用プログラムを展開することは不可能であると

結論していた。オルトマン（J. C. Altman）とテイ

ラー（L. Taylor）が指摘するように、1970年代以降

アウトステーションの経済的自律を促進するような

施策はとられておらず、1980年に設立されたアボリ

ジニ開発委員会（Aboriginal Development Commission）

による事業支援も、利潤が見込めないためにアウト

ステーションでの事業は対象外であったといえる

［ibid : 10–13］。

アーネムランドでは、美術・工芸品の製作は地元

アボリジニの現金収入源として重要ではあるが、そ

れでも1978年から1980年にかけておこなわれた調査

では、年間に男性の製作者で年間280豪ドル、女性

で78豪ドルと報告されている［ibid : 17］。1981年の

調査では、マニングリダでの雇用の37％（83名）は

コミュニティの行政サービス（保健衛生、道路整備、

施設管理など）に従事しており、16％（15名）が

MPAによる雇用で、その多くはパートタイムであっ

た［Gutteridge 1985：8–9］。1977年に開始された失

業手当にかわる雇用支援のための補助金である

CDEPは、コミュニティが必要とする職の給与に充

てることができるため、遠隔地コミュニティで新し

い職をつくり出すのに不可欠な給付金制度として広

く取り入れられるようになった。マニングリダでは

BACが運営するプロジェクトとして、1988年にカデ

ル・アウトステーションで CDEPが始めて導入され

た［DAA 1990：98–99］。CDEPは1989年 ATSICの

設立と同時にその管轄となり、2001年には ATSIC予

算11億ドルのうちの1 / 3以上を占め、オーストラリ

ア全体では270のコミュニティが参加して約32,600

人の先住民が雇用されている［ATSIC 2001：

155–160］。マニングリダおよび周辺アウトステー

ションでは500名以上が CDEPに参加し、その運用

は BACが一括して行っている［BAC 2000：3］。つ

まり、マニングリダのような遠隔地では、連邦・州

政府の給付金・補助金や CDEPをうまく運用して雇

用機会の創出と行政サービスの提供を計画・運営で

きる組織が、コミュニティの発展には欠かせなかっ

たといえる。

４ マニングリダ行政とアウトステーション

支援

オーストラリア政治で議論される先住民族の「自

主決定（self-determination）」は、しばしば「自主運

営（self-management）」とほとんど同義的に使われる

ことからもわかるように、分離・独立の意味合いが

強い国際政治の場での民族「自決（self-determination）」

とは異なり、連邦・州政府の政治的枠組みの中での

自主決定権を持つことを意味することが多い。アボ

リジニ・コミュニティでは、自主決定の理念に基づ

いて自治組織の設立が奨励されて、先住民集団に提

供される行政サービスや補助金の要請と運用、その

配分を巡っての優先事項の決定に際して先住民の主

導権を確保してきた。

マニングリダがあるアーネムランドはアボリジニ

領で、その土地は伝統的土地権利者／氏族の法人組

織である土地信託法人の手にあるが、北部土地評議

会（Northern Land Council）がその土地信託法人の代
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理人として外部社会（政府、企業、観光客、研究者）

などとの交渉にあたっている。したがって、アーネ

ムランドの町やアウトステーションに入る場合は、

それぞれの土地権利者の許可を必要とし、政府関係

者であっても例外ではない。マニングリダは NTの

自治体としての認定は受けておらず、NT政府から

の給付金の対象とはならないことになるが、実際は、

マニングリダ評議会がその受け皿となって自治体に

準じた給付金を受けている。BACも、周辺のアウト

ステーションに対して少額ではあるが給付金を受け

ている。さらに、マニングリダはアボリジニ・コ

ミュニティであるために、（アボリジニ組織に雇用

された約100人の「白人」が住むものの）承認され

たプロジェクトに応じてATSICからの多額の補助金

の給付対象となる。

図１に示したように、マニングリダ・コミュニ

ティと周辺のアウトステーションへの行政サービス

は、NT政府管轄のものと、連邦政府 ATSICからの

補助金によるものに大別される。ただし、NT政府

予算の６割以上が連邦政府からの給付金である9）。マ

ニングリダの町の行政サービスは、基本的には NT

政府や ATSICからの補助金で行われるもの（賃貸住

宅の建設と管理、町内の上下水道の整備、町内の道

路整備、ゴミの収集と廃棄場の管理など）と、NT政

府が直接人員を派遣するもの（学校教員、医療ス

タッフ、警察）がある。アーネムランドを東西に走

るアーネムハイウェイは連邦政府の重点整備道路と

しての補助金を受けて始まり、現在は NT政府の管

轄である。一方アウトステーションへのサービスは

BACの管轄であるため、マニングリダの町からアウ

トステーションまでの道路整備も BACの管轄とな

る。以下、マニングリダ評議会と BACとの間の行

政サービスの役割分担と各組織を通じた補助金の流

れを分析する。

図１ 1997/1998年度 マニングリダに対する行政補助8）
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4–1 マニングリダ評議会による行政サービスの

提供

現在マニングリダ評議会は、NT法の「法人設立

法（Association Incorporation Act 1978）」に基づいて

認可されている法人で、評議員は NTの選挙法に基

づき、マニングリダの住人として選挙人名簿に登録

されている住民（ただしアボリジニに限定される）

の直接投票によって毎年選出される。したがってマ

ニングリダ評議会は日本の町議会の性質に近く、マ

ニングリダにおける行政サービスの提供を一義的な

役割としており、NT政府の自治体としての登録は

ないもののそれに極めて近い役割を担っている。現

地調査を行った1999年と2000年の時点では、評議員

は15名（うちグナビジ出身者が７～８名）で女性は

５名（うちグナビジ３名）であった。評議会は白人

女性の事務長（town clark）と白人男性の会計士

（accountant）を雇用し、月１回の定期的な会合を開

くことになっている。調査当時はマニングリダ評議

会は機能不全に陥っており、新任の事務長が着任し

たばかりで、事務所の改修工事など事務局の再開に

向けての仕事が始まっていた。

警察官・教員・医師は NT政府の各担当省から派

遣されるが、教員や医療スタッフの人選にはマニン

グリダ評議会の意向が反映される。郵便業務や銀行

業務もマニングリダ評議会事務所が代行することも

あるが、調査時は BAC事務所が代行していた。マ

ニングリダの町には小・中学校とカレッジの分校が

あり、1999年の調査時には、生徒数は750人（うち

220人は周辺のアウトステーションに住む）、35人の

教員を含む105人のスタッフを抱えていた。教員は

マニングリダに在住する場合と、曜日を決めてダー

ウィンから飛行機を使って通勤をしている場合とあ

る。また、18人のアボリジニのアシスタント教員を

使った英語とジベナ／ブララの２言語を使った２言

語教育を行い、アウトステーションに住む子供達に

対しては10週間に３日ずつの巡回授業を行ってい

た10）。ただし、マニングリダの町にあっても子供達

の出席状況は良くなく、毎朝スクールバスを出して

子供の登校を促していた。医療クリニックに関して

はインタビュー調査ができず詳細は明らかではない

が、患者の男女別にクリニックがあって常駐の医師

が勤務していた。歯科医は曜日を決めてダーウィン

から空路通勤をしている。

マニングリダの町にあるのは賃貸住宅で、新しい

ものはATSICとNT政府が共同出資している先住民

住宅局（Indigenous Housing Authority）が建設したも

のが主である。賃貸料は収入のある場合は１人につ

き１週間に20豪ドルで、１軒に複数の収入がある家

族や親族が住む場合は、その人数分の賃貸料となる。

しかし、賃貸料の回収は実質困難で、銀行口座から

の引き落としを始めたが、賃貸料の未払いは恒常的

だとのことであった。さらに、１軒に20人以上が暮

らす場合も稀ではなく、傷みも激しく、賃貸住宅の

維持・管理は困難を極めている。上下水道料は無料

だが、電気は有料である。町はずれに電気・水道局

が管理する発電所がある。電気料金の徴収も困難で

あったため、現在は住宅の玄関口にプリペイドカー

ドを挿入して電源のスイッチをいれる機械が取り付

けられており、プリペイドカードの購入によって電

気料金を支払うようになっている11）。

住宅の補修工事や塗装、上下水道の配管、車両整

備などは、マニングリダ評議会が運営する作業場

（workshop）が町の中にあり、白人男性が雇用されて

いた。さらに、調査時にはクインズランドにある建

築会社の建築業者が短期契約で住宅建築を行ってい

た。住宅の補修・塗装・建築のアシスタント、道路

整備、ゴミの収集作業などは、職業訓練と雇用を兼

ねて CDEPを利用した地元アボリジニの雇用が行わ

れている。しかし、マニングリダ町内の雇用契約に

関わる CDEPも、マニングリダ評議会の不透明な会

計が問題となり、その管理は現在まで BACに移管

されている。

以上のように、マニングリダ評議会はマニングリ

ダの自治体としての役割を担い、連邦・NT政府か

らの給付金の受け皿となるべきではあるが、うまく

機能しているとは言い難い。特に、自治組織ならば、

本来、住民の要望を汲んで事業計画をたてて、連邦

政府および NT政府の関連諸機関からの財源の確保

をすべく申請を行うべきなのであるが、そういった

事務能力を持つ人材を欠いていたのであろう。一方
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BACは、白人スタッフの手腕とアボリジニの協力に

よって組織の整備を図り、アウトステーション支援

事業の拡大に成功してきたといえる。

4–2 BACによるアウトステーション支援

BACの事業拡大の影には、長く BACの活動に貢

献してきたボンド（David Bond）12）の事務長としての

手腕と地元アボリジニとの良好な関係、連邦議員と

なったコリンズの政界での影響力や、1970年代から

マニングリダ周辺のアウトステーションで調査を

行ってきた人類学者がアボリジニ問題審議会クーム

ズ委員長や連邦政府と緊密な関係にあって様々な政

策提言を行ってきたことなど、恵まれた人脈があっ

たといえる。特にボンド事務長に対する ATSICや

NT政府機関の評価は高い。マニングリダ評議会と

は対照的に、BACは連邦政府との（特に労働党政権

時に）太いパイプを保ってきた。

BACは、「アボリジニ評議会および協会法」（「ア

ボリジニ土地権利（NT）法」が成立した際に伝統的

土地権利者を代表する法人組織を認定するために同

時に成立した連邦法）によって法人認定を受けてい

る。BACの評議会は各アウトステーションの代表か

ら構成されて、互選によって議長、副議長、書記、

会計などの役員を選出し、現在は10名の役員がいる

［BAC 2001b］。マニングリダ評議会に比べて規模が

大きく、事務所はマニングリダにあり、約40人の白

人スタッフ（うち32人が常勤）を抱え、スタッフと

その家族はマニングリダに住む。BACの財源の中心

は、ATSICからの補助金である。特に BACが管理・

運用する CDEPは500人を超え、1977年会計年度の

CDEPは650万豪ドル［Jabiru Regional Council 1998：

53–55］、2000年度は 710万豪ドル［Jabiru Regional

Council 2001：39］と、オーストラリア全国のアボリ

ジニ・コミュニティでも最大規模である。

BACはマニングリダで、住宅関連工事や車両整備

のための作業所、道路工事用の重機の保管・整備場、

日干しレンガ工場、ガソリンスタンド、日用品を売

る店鋪とタッカーラン（Tucker Run）といわれるア

ウトステーションを巡回する食料品の移動販売店や、

美術・工芸品の買取／販売を請け負うアートセン

ターを経営している。また、BACの支援を受けて、

ワニやカメの卵の採集・孵化施設、地域に自生する

植物の苗木畑、野生のバッファロー猟やフィッシン

グ・ツアー、研究者の宿泊施設を経営したり、森林

警備隊などを経営するアウトステーションもある。

2000年度の純益は、ガソリンスタンドが30万７千ド

ル、食品移動販売が30万ドル、ワークショップが10

万４千ドル、アートセンターが５万８千ドルで、ワ

ニやカメの卵の採集・孵化事業や観光ツアー運営も

利益を生んでおり、赤字経営の多い先住民企業経営

の中では異色ともいえる［BAC 2001a］。ただし、こ

うした事業はすべて、アボリジニの雇用のための補

助金制度である CDEPを人件費の一部にあてている

ため、完全に商業ベースにのった経済活動ではない

ことには留意が必要である。

さらに、時には NT政府との契約によって道路整

備工事を請け負ったり、ブッシュファイヤや雑草・

害虫などの駆除プロジェクト、海岸線や環境保全プ

ロジェクトなど、政府の特別プロジェクトの単発的

な契約による経済活動も多く運営している。このよ

うに BACは ATSICだけではなく、NT・連邦政府の

諸機関の様々なプロジェクトに対して積極的に事業

計画を申請して、補助金を獲得してきたといえる。

しかも、こうしたプロジェクト運営に専任の「白人」

技術者を契約雇用しながら、技術訓練と雇用を兼ね

て CDEPを利用して地元のアボリジニを雇用してい

る。

アウトステーションの住宅、インフラ整備やマニ

ングリダからアウトステーションまでの道路整備や

車両・ボート・航空機の維持なども BACの仕事で

ある。ATSICの中央委員会の管轄プロジェクトであ

る全国 アボリジ ナル公衆衛 生戦略（National

Aboriginal Health Strategy：NAHS）プロジェクトの

補助金を使ったアウトステーションの住宅建設や給

水施設の整備、道路整備などの事業も大きい。アウ

トステーションの規模にもよるが、ソーラパネルと

バッテリーの完備した住宅（冷凍庫、冷蔵庫、テレ

ビなどが利用可能）、公衆洗面所、給水設備、マイ

クロ波による電話通信施設などがあり、学校や車両

整備用の作業所などが備わっている場合もある。ア
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ウトステーションの住民は、雨季はマニングリダで

過ごすことも多いため、マニングリダにも住宅や雨

季用のシェルターなども持つ。マニングリダにある

BACの事務所やその他の施設等での土地利用に対し

ては、グナビジの土地権利者に土地使用料を支払っ

ている。

マニングリダ評議会と比べて BACの組織運営は

明瞭で、BACの評議員会議の議事録はすべて保管さ

れており、事務長の下には、芸術・文化課、経理課、

CDEP課、プロジェクト担当課が組織されている。

また、1999年度からは、色刷りの年次報告書が出版

されて事業内容が公表されている［BAC 2000,

2001a］。

4–3 CDEPをめぐる政治力学

上述のように、マニングリダの経済活動にはCDEP

は欠かせない。1999年の調査時では、マニングリダ

のタウンシップの仕事でのCDEP参加者が約200人、

アウトステーションでの参加者が約300人であっ

た13）。2000年度では、BACの事業予算の４割がCDEP

で520万ドル、533人の参加者数となっている［BAC

2001a, 2001b］。本来は、マニングリダのタウンシッ

プでの CDEPはマニングリダ評議会が、アウトス

テーションの CDEPは BACが運営するべきなので

あ る が、マ ニ ン グ リ ダ 評 議 会 が 説 明 責 任

（accountability）に欠くとして CDEPの支給が停止さ

れており、マニングリダ関連の CDEPの管理・運営

は BACが一括して行っている。

今日のオーストラリアでは社会福祉制度に関する

見直しが行われ、若年層による失業手当の悪用を避

けるために、給付金と対価の労働を課そうという動

きもみられるが、CDEPはそれを先取りした形で1980

年代後半からアボリジニ・コミュニティに普及し始

めた。ただし、失業手当と大きく異なるのは、そも

そも雇用機会のない遠隔地コミュニティに雇用を創

出し、さらに、コミュニティ全体の福利厚生の向上

と地域経済の発展を促進することを目的としていた

点である。しかも、CDEPを使ったプロジェクトの

実施や運営への参加を通して、技術訓練の場を提供

することにもなる。1977年に開始された時は総額が

約4500万ドルで参加者は2000人程度であったのに比

べ、2000年度は予算は４億 3700万ドル参加者は

32,600人と増大している。それでも NTにある50人

以上の人口を持つ131のコミュニティのうち28コ

ミュニティは CDEP制度を利用していないと報告さ

れている［Sanders 2001：1］。

保守系連立政権下の連邦政府は、CDEPのコスト

の増大や不透明な運用などを理由に、1997年にCDEP

制度の見直しを行った。その結果、より経済効率の

良いプロジェクトでの CDEPの利用が重視されるよ

うになり、CDEP給付事務は社会福祉省機関に移管

されている。実際に、アボリジニ・コミュニティで

は、労働時間が守られなかったり、CDEP用車両や

設備が私用に使われるだけでなく故障したままで放

置されたり、伝統文化維持の名目で儀礼への参加に

も CDEPが使われたり、あるいは、仕事の配分や支

払いで縁故主義が横行したりと、様々な問題を抱え

ている。しかしながら、BACでの運用にも見られる

ように、先住民コミュニティの政治的・社会的自律

の促進、雇用機会の拡大と地域経済の発展、技術訓

練など、経済効果だけでは測れないコミュニティ発

展のための効果があるといえる［Morphy and Sanders

2001］。

さらに、ローズが指摘するように［Rowse 2001］、

CDEP制度導入による政治的効果を看過することは

できない。CEDPを運用することによって、アボリ

ジニ諸集団を代表する組織が連邦・州政府の政治的

枠組みに組み込まれていく一方で、地元の利益を主

張し、制度を利用するための組織づくりや人材の育

成が行われてきた。多額の補助金が流入するが故に

組織の説明責任が問われ、「西欧的」な事務処理能

力も必要とされるようになった。BACのように、複

数の言語集団の利益のバランスをとりながら、主流

社会の政治組織と交渉し、そのシステムを利用して

ますます政治力を得ることによって、社会的・文化

的自律を図る先住民諸集団も生まれているといえる。

政治力を獲得したがゆえの、政治的・社会的・文化

的自律の達成とみることができよう。人口比による

代表の選出を基本とする選挙制度ではなく、氏族集

団であるアウトステーションを単位とした代表の選
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出方法も、自治体として登録されるアボリジニ・コ

ミュニティの評議会の選出方法としても、NT政府

の承認を受けつつある14）。

CDEP制度は地域政治の舞台での権力構造にも変

化をもたらしたとローズは指摘する［ibid: 40–41］。

CDEPを含む補助金獲得が地域の発展や住民の福利

の増進に貢献するとなれば、プロジェクトの計画・

申請・運営能力を持つ者が地域政治の権力者として

登場することになり、伝統社会の権威システムとの

軋轢を生み出す可能性もある。あるいは、新しいプ

ロジェクトや移動手段の整備によってアウトステー

ションと町の行き来が容易になり、アウトステー

ションでの生活が高度に近代化されて定住化が進む

ならば、町の生活と伝統的生活のハイブリッド化に

よる、アボリジニの人達の新しい「理想の生活」像

が生み出されるかもしれない。

５ おわりに：先住民族諸集団の自律と自治

マニングリダ評議会や BACのようなアボリジニ・

コミュニティの自治組織の設立は、統合政策・自主

決定政策・自主運営政策の方針に基づいて、政府主

導で行われてきた。アウトステーション運動ですら、

連邦政府の支援がなければ、これほど拡大しなかっ

たに違いない。BACは、こうした政府が提供する制

度を巧みに利用しながら先住民集団を組織化し、政

治的な自律を図りつつアウトステーションに住む

人々の福利の増大に努めてきた。アボリジニ・コ

ミュニティに雇用されながら実質的には BACを運

営してきた「白人」スタッフが、組織化の過程で伝

統的な社会の権威システムを否定することなく、ア

ボリジニ・コミュニティと主流社会のシステムとの

交渉の仲介人に徹してきたことが、成功の秘訣だっ

たのかもしれない。

マニングリダ評議会と BACの双方が、NT政府と

ATSIC（連邦政府）の両方からのアボリジニ自治組

織支援システムの受け皿となることをそれぞれが分

担して、マニングリダとその周辺のコミュニティへ

補助金・給付金の総額を拡大することによって、互

いの対立が悪化することを回避してきたようにみえ

る。今日では、マニングリダが地域の中核のタウン

シップとなり、アウトステーションがあたかもその

衛星居住区のようになりつつある。行政サービスの

提供を効率化するために、マニングリダ・タウン

シップとアウトステーションを統合して、１つの自

治体（local government）にしようとする NT政府の

意向も見られるが、現在のところは実現していない。

地図上を境界線で区切った行政区を設定する現代の

一般な自治システムとは異なる、アボリジニ諸集団

の自治システムが作られてしかるべきであろう。

ピーターソンは、同化政策が意図せざる先住民の

社会秩序の再生産を促し社会福祉による自律を生み

出したのとは逆に、自主決定政策は国家の「より強

力な干渉主義による秩序」と「物質的同化主義」を

生み出していると指摘する［ピーターソン 2002：

268–277］。マニングリダの自治組織の形成過程と運

営状況を見れば、確かにアボリジニ・コミュニティ

は主流社会の政治制度の権威による干渉主義的秩序

の中で組織化が進んでいるといえる。また、経済的

自律をめざす補助金の給付システムは、アボリジニ

社会のオーストラリア主流社会の経済システムへの

全面的な参加を促すものである。しかしながら、一

方では、ピーターソンが議論するように［ibid 2002：

276］、政治的・経済的自律を獲得することによって、

先住民諸集団は観念体系の変更を期待されることな

く社会的・文化的自律を維持することを可能にして

いるといえる。

マニングリダでの観察が、地域的差異の大きい

オーストラリアの先住民コミュニティの様相を一般

化するものではない。しかしその行政史は、オース

トラリアの先住民政策に求められている最も困難な

課題である、地域的差異が考慮され得る柔軟な自治

の制度の一形態の形成過程である。政治制度の変化

とともに、マニングリダのアボリジニの人達が「日

常生活をどのように組織し理解しているか」［ibid

2002：281］、コミュニティ内部の伝統的権威システ

ムがどのように変質しているのか、あるいは、どの

ような文化が創造されつつあるのか、筆者は人類学

を専攻するものではないので分析する力を持たない

が、今後の研究課題であろう。先住民問題がオース
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トラリア政治の最重要課題の１つとされ、国内の人

類学者の多くが契約調査を行い、それ故に先住民諸

集団との関係に極めて政治的な判断が必要とされる

今日のオーストラリアにおいては、先住民政策や先

住民社会の変化を観察する「外部者の目」は重要な

意味を持つのではないかと思う。

注

１）本稿は、平成11～12年度科学研究費補助金（基盤研究Ａ

２）「先住民社会文化のダイナミズムとオーストラリア行

政の歴史に関する文化人類学的研究──ノーザンテリト

リーを中心として──」での研究成果を発展させたもので

ある。

２）ノーザンテリトリー（NT）は、1911年に南オーストラリ

ア州から連邦政府に委譲され、連邦政府が行政を担当して

いた。1976年、オーストラリアで初めて NTを対象とした

アボリジニ土地権法が成立したのも、「自主決定政策」を

導入した労働党連邦政権下にあって、NTに対しては連邦

法の適用が可能であったからである。1978年には NTの自

治政府が成立し、行政権は連邦政府からNT自治政府に徐々

に移管された。

３）英領ニューギニアは、1901年にオーストラリアに移管さ

れ、1906年から正式に「パプア」としてオーストラリア政

府の統治下に入った。一方、ドイツ領ニューギニアは、第

一次世界大戦でオーストラリア軍に占領され、1920年12月

にオーストラリアを受任国とする国際連盟の委任統治領と

なった。太平洋戦争の勃発とともに、1942年１月、日本軍

がニュー・ブリテン島のラバウルを占領し、ニューギニア

委任統治領とオーストラリア領パプアの全域が戦場となっ

た。第二次世界大戦後、ニューギニア委任統治領は改めて

オーストラリアを受任国とする国際連合の信託統治領とな

り、その後、オーストラリア領パプアと統合して統治され

るようになった。1975年９月、パプア・ニューギニアとし

て独立した［太平洋学会 1990：156–157］。

４）評議員の構成は、ブララ６名、グナビジ５名、ナカラ２

名で、グンバラン、ジナン、レンバランガ、グンゴラゴリ、グ

ナバから各１名、無所属が２名であった［Bagshaw 1977：24］。

５）国立民族学博物館の調査チームにより、1999年までの

BAC議事録の複写が入手されている。

６）アボリジニによる選挙で選出された評議員から構成され

る、連邦政府の先住民政策に関する諮問機関である［鎌田

1998：4］。

７）園芸家でMPAがカデルに設立した農園で働いていた。

８）ATSIC, Jabiru Regional Council, NT Dept. of Housing and

Local Government, NT Grants Commission の年次報告書

（1997–1998）をもとに筆者が作成した。オーストラリアの

予算年度は７月１日から翌年６月30日までである。

９）連邦政府からの各州・準州への給付金は、連邦給付金委

員会（Commonwealth Grants Commission）から人口規模な

どに基づいて、一般予算と道路予算の区分で支払われる。

2001会計年度の NT政府への給付金は、一般予算目的の給

付が全国の１％、道路整備目的での給付が1.4％である。ち

なみに、給付金が大きい州はニューサウスウェールズ州が

全国の33％を、ヴィクトリア州が約 25％を占める［NT

Grants Commission 2001：65］。

10）校長とのインタビューによる。1999年８月19日。

11）タウンクラークとのインタビューによる。1999年８月19

日。

12）1970年代の半ば頃に自動車整備工としてマニングリダ評

議会に雇用されて以降、25年以上にわたってマニングリダ

に在住している。地元のアボリジニとも親族関係にある。

13）BACのCDEPプロジェクト・オフィサーとのインタビュー

による。1999年８月23日。

14）ボンド氏とのインタビューによれば、NTの「地方自治

体法」の改正によって、選挙法に基づく選挙でなくても評

議員の代表が選べるようになるという。1999年８月24日。
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